
事業担当課

総務課

２台の保守を含む賃貸借。

～

 １　一般的注意事項

 　　業務の履行に際しては、仕様書及び契約書の内容を十分に把握し、疑義あ

 　る場合は、発注者と協議のうえ実施するものとします。

 ２　質疑事項

 　　質問書は、令和６年１２月　３日（火）午前１０時までにファクシミリ

 　で送付（押印印影が必要）してください。（時間厳守）

 　　回答は、令和６年１２月　５日（木）午後　４時までに回答書をファク

　 シミリにて送付します。

 　　なお、質問のなき場合は、質問書の提出は不要です。

 ３　契約方法

 　　総額入札による契約とします。

 ４　入札書に記載する金額の算出方法

　　 見積もった契約希望金額の１１０分の１００の金額を入札書に記載してく

     ださい。

　　（消費税を除いた金額）

記載例 金１，２３４，５６７円

 ５　支払方法

　　 各年度毎に年度末１回払い（５年均等払い）

 ６　その他

 　　現地確認を希望される方は事業担当課までお問い合わせください。

043-496-7511　総務課
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事　業　説　明　書

事業の名称 　自動体外式除細動器賃貸借

事業の場所  酒々井リサイクル文化センター（印旛郡酒々井町墨 1506）

　酒々井リサイクル文化センター内に設置する自動体外式除細動器（AED）

令和7年 4月 1日

令和6年11月21日

令和12年3月31日

事業の概要

事業の期間


